
－

地
方
税
の
判
決
を
読
む－

身
近
な
税
、地
方
税
を
知
ろ
う
！

は
じ
め
に

平
成
２０
年
１２
月
１
日
に
リ
リ

ー
ス
し
た
新
税
法
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
改
善
項
目
の
一
つ
と
し

て
、
複
数
税
目
の
選
択
が
可
能

と
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
に
伴
い
税
目
の
整
理

も
行
わ
れ
ま
し
た
。
旧
シ
ス
テ

ム
の
地
価
税
は
相
続
税
に
統
合

さ
れ
、
諸
税
は
、
そ
の
他
国
税

と
地
方
税
に
分
割
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
国
税
に
は
、
登
録
免

許
税
、
酒
税
等
及
び
徴
収
事
件

が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
旧
シ

ス
テ
ム
で
は
、
登
録
免
許
税
の

事
例
と
固
定
資
産
税
の
事
例
を

分
離
し
て
検
索
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
新
シ
ス

テ
ム
で
は
、
地
方
税
を
選
択
す

る
こ
と
で
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

地
方
税
の
事
例
は
、
残
念
な

が
ら
体
系
的
に
収
録
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
収
録
数
も
決
し
て

多
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
最
近
の
地
方
税
の
判

決
に
は
、
租
税
法
を
ど
う
捉
え

る
か
と
い
う
本
質
的
問
題
を
問

う
判
決
、
ま
た
、
最
高
裁
が
重

要
な
解
釈
指
針
を
示
し
た
判

決
、
そ
し
て
、
固
定
資
産
税
評

価
基
準
の
合
理
性
を
問
い
直
す

判
決
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
注

目
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
判
決
を
通

じ
て
、
身
近
な
税
で
あ
る
地
方

税
を
究
め
ま
し
ょ
う
！

１
、
法
定
外
普
通
税

を
定
め
る
条
例
の

違
法
性

①
平
２０
・
３
・
１９
横
浜
地
裁

・

Ｚ

９
９
９

―

８
２
０
９

（
認
容
）（
被
告
控
訴
）

道
府
県
は
、
地
方
税
法
に
定

め
る
普
通
税
の
外
に
、
法
定
外

普
通
税
を
条
例
に
よ
り
定
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
地
税
４

③
）
。
し
か
し
、
法
定
外
普
通

税
条
例
と
法
定
税
と
の
関
係
に

つ
い
て
明
文
の
規
定
は
置
か
れ

て
い
ま
せ
ん
。
上
記
横
浜
地
裁

判
決
は
、
神
奈
川
県
臨
時
特
例

企
業
税
（
以
下
、「
企
業
税
」

と
い
う
。
）
を
定
め
た
条
例
の

違
法
性
に
つ
い
て
初
め
て
の
判

断
を
示
し
ま
し
た
。

企
業
税
は
、
神
奈
川
県
内
の

資
本
等
の
金
額
が
５
億
円
以
上

の
法
人
に
対
し
、
法
人
事
業
税

の
課
税
標
準
算
定
の
上
で
控
除

さ
れ
た
繰
越
欠
損
金
を
課
税
標

準
と
し
て
、
こ
れ
に
原
則
３
％

の
税
率
を
課
す
る
と
い
う
も
の

で
す
。

北
澤
章
功
裁
判
長
は
、
地
方

団
体
の
課
税
権
の
憲
法
上
の
位

置
付
け
、
及
び
準
則
法
（
枠

法
）
と
し
て
の
地
方
税
法
の
意

義
と
性
質
を
前
提
と
し
て
、
法

定
外
税
の
沿
革
及
び
趣
旨
を
詳

細
に
検
証
し
、
法
定
外
税
の
形

式
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
法

定
税
の
趣
旨
に
潜
脱
す
る
課
税

を
行
う
こ
と
は
、
地
方
税
法
の

趣
旨
に
反
す
る
と
判
示
し
、
企

業
税
は
繰
越
欠
損
金
の
遮
断
を

目
的
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
法
人
事
業
税

の
趣
旨
に
反
し
違
法
で
あ
る
と

し
て
、
本
件
条
例
を
違
法
・
無

効
と
判
断
し
ま
し
た
。

関
連
す
る
判
決
と
し
て
、
地

方
税
法
７２
条
の
１９
を
争
点
と
す

る
東
京
都
の
銀
行
税
条
例
事
件

（
平
１５
・
１
・
３０
東
京
高
裁
・

Ｚ
９
９
９
―
８
０
６
６
、
平
１４

・
３
・
２６
東

京

地

裁
・
Ｚ

９
９
９
―
８
０
４
２
）
が
あ
り

ま
す
。
東
京
都
銀
行
税
条
例
事

件
は
、
上
告
審
で
和
解
し
た
た

め
、
最
高
裁
の
判
断
が
示
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、

本
件
事
例
が
上
告
さ
れ
最
高
裁

の
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
、
還
付
加
算
金
の

起
算
日

②
平
２０
・
１０
・
２４
最
高
裁
・

Ｚ
９
９
９
―
８
２
０
８
（
破

棄
差
戻
し
）
、
平
１９
・
６
・

２７
東
京
高
裁
・
Ｚ
９
９
９
―

８
２
０
４（
原
判
決
取
消
し
）、

平
１８
・
７
・
１４
東
京
地
裁
・

Ｚ
９
９
９
―
８
１
６
８
（
一

部
認
容
）

本
件
は
、
法
人
都
民
税
に
係

る
過
納
金
の
還
付
加
算
金
の
起

算
日
に
つ
い
て
、
最
高
裁
が
初

め
て
の
判
断
を
示
し
た
事
例
で

す
。上

告
人
は
再
保
険
業
を
営
む

国
内
に
連
絡
事
務
所
を
有
す
る

外
国
法
人
で
す
。
平
成
１３
年
６

月
２７
日
に
税
務
署
長
か
ら
法
人

税
等
の
決
定
処
分
を
受
け
た
こ

と
か
ら
、
同
年
７
月
に
処
分
行

政
庁
に
法
人
都
民
税
及
び
事
業

税
の
期
限
後
申
告
書
を
提
出
し

納
付
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
平

成
１５
年
に
日
独
租
税
条
約
に
基

づ
く
相
互
協
議
に
よ
り
、
法
人

税
等
の
減
額
更
正
が
行
わ
れ
、

処
分
行
政
庁
も
平
成
１６
年
１
月

２６
日
に
減
額
更
正
を
行
い
、
過

納
金
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
過
納
金
に
係

る
還
付
加
算
金
の
起
算
日
は
い

つ
か
が
本
件
事
例
の
争
点
で
す
。

被
上
告
人
（
東
京
都
）
は
、

上
告
人
が
自
ら
申
告
納
付
し
た

税
額
の
減
額
更
正
に
伴
う
還
付

金
で
あ
る
か
ら
、
減
額
更
正
が

あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を

経
過
す
る
日
の
翌
日
（
平
成
１６

年
２
月
２７
日
）（
地

税

令
６
の

１５
①
一
）
が
起
算
日
に
当
た
る

と
主
張
し
、
上
告
人
は
、
実
質

的
に
地
方
税
法
５３
条
２８
項
等
の

義
務
修
正
申
告
と
同
視
で
き
る

か
ら
、
納
付
が
あ
っ
た
日
の
翌

日
（
平
成
１３
年
７
月
２７
日
）
が

起
算
日
に
当
た
る
と
主
張
し
ま

し
た
。

中
川
了
滋
裁
判
長
は
、
地
方

税
法
に
お
け
る
還
付
加
算
金
の

起
算
日
は
、
不
当
利
得
の
法
理

を
踏
ま
え
て
規
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
納
税
者

に
帰
責
事
由
が
な
く
、
起
算
日

を
納
付
の
日
の
翌
日
と
解
さ
な

い
と
著
し
い
不
利
益
を
受
け
る

場
合
に
は
、
形
式
的
に
は
申
告

納
付
に
当
た
り
、
ま
た
、
申
告

が
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
で
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
法
１７
条
の

４
第
１
項
１
号
の
趣
旨
に
照
ら

し
て
、
納
付
の
日
の
翌
日
を
還

付
加
算
金
の
起
算
日
と
す
べ
き

で
あ
る
と
判
示
し
ま
し
た
。

３
、
固
定
資
産
評
価

基
準
／
需
給
事
情

に
よ
る
減
点
補
正

③
平
２０
・
１０
・
２８
那
覇
地
裁

・

Ｚ

９
９
９

―

８
２
１
２

（
全
部
認
容
）【
那
覇
市
情

報
公
開
条
例
第
７
条
に
よ
る

開
示
情
報
】

固
定
資
産
評
価
基
準
は
、
家

屋
の
評
価
に
当
た
り
、
建
築
様

式
が
著
し
く
旧
式
と
な
っ
て
い

る
非
木
造
家
屋
、
所
在
地
域
の

状
況
に
よ
り
そ
の
価
額
が
減
少

す
る
と
認
め
ら
れ
る
非
木
造
家

屋
等
に
つ
い
て
、
需
給
事
情
に

よ
る
減
点
補
正
を
認
め
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な
減

点
補
正
率
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

お
ら
ず
、
廃
止
さ
れ
た
依
命
通

達
の
趣
旨
を
参
考
に
し
て
需
給

事
情
に
よ
る
減
点
補
正
の
要
否

を
判
断
し
、
お
お
む
ね
１
割
を

限
度
と
す
る
減
点
補
正
が
な
さ

れ
て
い
る
実
情
が
あ
り
ま
す
。

原
告
那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル

株
式
会
社
が
所
有
す
る
旧
タ
ー

ミ
ナ
ル
ビ
ル
の
固
定
資
産
税
評

価
に
当
た
り
、
需
給
事
情
に
よ

る
減
点
補
正
率
を
１
割
と
認
定

し
た
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
の
決
定
が
適
正
で
あ
る
か
否

か
が
本
件
判
決
の
争
点
で
す
。

大
野
和
明
裁
判
長
は
、
本
件

に
お
け
る
需
給
事
情
は
、
地
域

内
の
建
物
全
体
の
需
給
が
減
少

す
る
地
域
的
要
因
で
は
な
く
、

新
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
の
供
用
開

始
に
よ
っ
て
、
旧
タ
ー
ミ
ナ
ル

ビ
ル
が
旧
式
の
も
の
と
な
り
、

そ
の
経
済
的
価
値
が
相
対
的
に

減
少
し
た
と
い
う
個
別
的
要
因

が
需
給
事
情
に
よ
る
減
点
補
正

を
行
う
べ
き
理
由
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
と
判
示
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
旧
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ

ル
は
、「
建
築
様
式
が
著
し
く

旧
式
と
な
っ
て
い
る
非
木
造
家

屋
」
に
当
た
り
、
こ
れ
に
よ
る
減

価
割
合
は
１
割
に
と
ど
ま
ら
な

い
と
解
さ
れ
る
と
し
て
、
本
件

審
査
決
定
が
本
件
各
建
物
の
特

殊
性
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
が

な
さ
れ
て
い
な
い
違
法
な
も
の

で
あ
る
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

新
シ
ス
テ
ム
で
は
、
検
索
結

果
画
面
に
表
示
さ
れ
た
雑
誌
目

次
検
索
の
リ
ン
ク
を
ク
リ
ッ
ク

す
る
と
、
該
当
す
る
雑
誌
目
次

を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

上
記
１
の
横
浜
地
裁
判
決
の

雑
誌
目
次
に
は
、
金
子
宏
教
授

（
税

経

通

信

２
月

号
）
、
品

川

芳

宣

教

授
（
税

研
１
４
２

号
）
の
判
例
評
釈
が
あ
り
ま

す
。
異
な
る
切
り
口
に
よ
る
た

め
、
両
者
の
結
論
は
大
き
く
異

な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
参
考
に
な

さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

正
木
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目
黒
支
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